
①チャレンジド（障害者）・高齢者、永

住外国人、出産・育児等の都合で短期的

に春日部に戻ってきている人、市内の事

業所のに勤務する方は受講できるのでし

ょうか。

②ＩＴ講習の開催はいつ頃から始まるの

でしょうか。

③講習会以外に、一般市民のみなさんが

インターネットへの接続は可能なのでし

ょうか。

④自治省としての予算組みに対する市の

取り組みについて。自治省は総合行政ネ

ットワークの構築と、電子自治体推進の

整備事業を進めることにしています。こ

の件についてはどのようにお考えでしょ

うか。

⑤大容量通信ネットワークの構築につい

てはどうなのでしょうか。全ての公共施

設にインターネットの接続を可能にする

予算と伺うところでありますが現時点で

どのような施策を講じようとしているの

でしょうか。

⑥急激に進むＩＴ革命の流れを過つこと

の無いように「ＩＴ対策本部」の設置が

必要と思いますが如何でしょうか。

⑦今回のＩＴ講習に関する取り組みとし

て、特に市民の皆様に広報活動は十分に

対応できるのでしょうか。

⑧すべての教育環境へインターネットの

接続と言うことですので、養護学校、民

間の幼稚園等にも配置されると理解して

よいのでしょうか。

⑨公共施設までの移動が困難な高齢者や

障害者の皆様にとっては在宅勤務の道を

開くものであり、講習を十分に受けられ

るのでしょうか。

⑩大容量通信ネットワークの構築につい

てはどうなのでしょうか。
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12月度定例議会 一般質問より

１．国の補正予算に対する取組について
特にＩＴ講習関係の対応と
障害者の就労支援について


